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屋
外
広
告
物
の
表
示
に
は 

許
可
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
で
す

　
屋
外
広
告
物
と
は
、
道
路
沿
い

の
立
看
板
、
建
物
の
屋
上
や
壁
面

の
広
告
、
の
ぼ
り
旗
な
ど
、
一
定

の
期
間
、
継
続
し
て
、
屋
外
で
公

衆
に
向
け
て
表
示
さ
れ
る
広
告
物

を
い
い
ま
す
。
営
利
、
非
営
利
を

問
わ
ず
、
地
域
の
行
事
な
ど
を
知

ら
せ
る
は
り
紙
な
ど
も
屋
外
広
告

物
に
該
当
し
ま
す
。

　
市
で
は
、
屋
外
広
告
物
の
種
類

や
表
示
場
所
な
ど
に
よ
り
個
別
の

基
準
を
定
め
て
お
り
、
表
示
に
は

原
則
と
し
て
事
前
の
許
可
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
広
告
表
示
の
た

　
桐
生
市
土
地
開
発
公
社
で
は
、

境
野
町
六
丁
目
の
宅
地
１
区
画
を

先
着
順
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

場
所
＝
境
野
町
六
丁
目
１
５
７
４

‐
９

面
積
＝
３
２
９
・
62
平
方
メ
ー
ト

ル
（
99
・
71
坪
）

販
売
価
格
＝
７
３
３
万
３
０
０
０

円対
象
＝
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

①
ご
自
身
ま
た
は
三
親
等
以
内
の

親
族
が
居
住
す
る
住
宅
を
、
購
入

後
３
年
以
内
に
建
築
し
、
生
活
の

本
拠
と
す
る
人

②
代
金
全
額
を
指
定
す
る
期
日
ま

で
に
支
払
い
で
き
る
人

※
す
で
に
宅
地
を
所
有
し
て
い
る

人
も
申
し
込
み
で
き
ま
す

住
宅
取
得
支
援
が
あ
り
ま
す

　
こ
の
宅
地
で
は
、
次
の
住
宅
支

援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

子
育
て
支
援
＝
中
学
生
以
下
の
子

が
同
居
す
る
子
育
て
世
帯
に
対

し
、
20
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

転
入
者
支
援
＝
市
外
か
ら
の
転
入

世
帯
に
対
し
、
15
万
円
を
支
給
し

ま
す
。

建
築
奨
励
金
＝
販
売
価
格
の
５
パ

ー
セ
ン
ト
相
当
を
建
築
奨
励
金
と

し
て
支
給
し
ま
す
。
※
こ
の
奨
励

金
の
該
当
に
な
る
人
は
次
の
全
て

　屋外広告物の適正化について啓発を図るため９月１日から10日までを、「屋外広告物適正化旬
間」としています。魅力あるまちづくりを促進するため、屋外広告物のルールを守りましょう。
　問い合わせは、都市計画課景観係（☎内線788・789）へ。

境
野
町
六
丁
目 

宅
地
販
売

め
、
土
地
や
建
物
を

貸
す
場
合
に
も
、
条

例
に
違
反
し
た
屋
外

広
告
物
が
設
置
さ
れ

な
い
よ
う
、
市
の
許

可
を
受
け
て
い
る
か

ご
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

事
故
防
止
の
た
め
定

期
的
な
安
全
管
理
を

　
屋
外
広
告
物
が
適

正
に
管
理
さ
れ
て
い

な
い
と
、
老
朽
化
に

よ
り
落
下
や
倒
壊
の

危
険
性
が
高
ま
り
ま

す
。
通
行
人
が
け
が

を
す
る
な
ど
重
大
な

事
故
も
発
生
し
て
い

屋外広告物の種類（イメージ）：文字だけでなく、絵、写真、商
標、シンボルマークなどの商品やサービスなどをイメージさせ
るものも「屋外広告物」に該当します。

に
該
当
す
る
人
で
す
。

①
群
馬
県
産
ま
た
は
桐
生
市
産
の

木
材
を
構
造
材
（
土
台
・
柱
・

梁
）
と
し
て
50
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

使
用
し
た
住
宅
を
建
築
す
る
人

②
市
内
の
建
築
業
者
（
工
務
店
）

に
請
け
負
わ
せ
、
市
内
の
材
木
店

か
ら
構
造
材
を
取
得
し
て
住
宅
を

建
築
す
る
人

申
し
込
み
＝
申
込
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
市
役
所
５
階

の
桐
生
市
土
地
開
発
公
社
（
都
市

計
画
課
内
）
へ
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

　
申
込
用
紙
と
案
内
書
は
、
同
公

社
の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

あ
り
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
市
土
地

開
発
公
社
（
都
市
計
画
課
庶
務
係

☎
内
線
７
８
４
）
へ
。

アドバルーン
屋上
広告

壁面広告
はり紙は

り
紙

広
告
塔

広告版
アーチ

突
出
看
板

自動車の車体利用広告

広
告
幕

広
告
旗

突
出

巻
付
け

○ ○ 会 社壁面広告物

電
柱
利
用
広
告 ま

す
。
定
期
的
に
管
理
し
、
適
正

な
状
態
に
保
ち
ま
し
ょ
う
。

違
反
広
告
物
の
改
善
に
ご
協
力
を

　
必
要
な
手
続
き
を
し
て
い
な
い

も
の
、
設
置
基
準
に
適
合
し
て
い

な
い
も
の
な
ど
、
改
善
対
象
広
告

物
に
対
し
、
改
善
要
請
を
行
い
ま

す
。
今
年
度
は
国
道
１
２
２
号
の

内
、
広
沢
町
一
丁
目
交
差
点
か
ら

相
生
町
二
丁
目
交
差
点
ま
で
の
区

間
を
中
心
に
実
施
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
屋
外
広
告
物
の
手
引
や
改
善
対

象
路
線
の
地
図
な
ど
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
の

で
、
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

屋外広告物のルールを守って
安全安心で美しいまちづくりを
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